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市が定める都市計画の決定（変更）の手続き 

※市町村都市計画審議会（法第 77条の 2）が設置されている場合 

市      県 

 ① 計画素案作成 

② 関係機関との協議 

都計法第 23 条第 6 項に基づく協議 

⑤ 公聴会（説明会）等の開催 

都計法第 16 条第 1 項 

置賜総合支庁 

③ 県土整備部長と事前協議 

（置賜総合支庁建設部経由県土整備部都市計画課扱い） 

④ 事前協議回答 

⑥ 都市計画の案の縦覧 

都計法第 17 条第 1 項 

⑦ 長井市都市計画審議会に付議 

都計法第 19 条第 1 項 

⑧ 知事に協議 

（置賜総合支庁建設部経由県土整備部都市計画課扱い） 

⑨ 知事の意見 

⑩ 都市決定（変更）の告示 

都計法第 20 条第 1 項 

 

⑪ 図書の写しの送付 

都計法第 20 条 

 

⑫ 図書の写しの縦覧 

都計法第 20 条第 2 項 

 

⑫ 図書の縦覧（永久縦覧） 

都計法第 20 条第 2 項 

 

任意 

任意 


